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○
本
会
議
に
お
い
て
、
再
議
に
対
し
て
質
疑

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

（
議
員
）

　
再
議
の
理
由
は
客
観
性
に
乏
し
く
、
市
長

の
主
観
の
み
で
あ
る
。

　
地
方
自
治
法
第
１
７
６
条
第
４
項
の
再
議

は
、
議
会
の
権
限
で
な
い
予
算
執
行
権
を
伴

う
よ
う
な
議
案
の
議
決
や
、
議
決
に
あ
た
り

議
員
の
定
足
数
を
満
た
し
て
い
な
い
、
委
員

会
に
付
託
し
て
い
な
い
、
除
斥
対
象
の
議
員

が
議
決
に
加
わ
っ
て
い
る
な
ど
、
明
確
な
法

令
や
規
則
違
反
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
に
適
用

す
べ
き
規
定
と
理
解
し
て
い
る
。

　
議
決
の
内
容
に
異
議
が
あ
る
場
合
は
第
１

項
の
再
議
を
適
用
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

（
市
長
）

　
市
が
設
置
し
た
検
討
会
の
答
申
を
待
た
ず
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
も
行
わ
ず
提
案
さ
れ

た
条
例
案
は
、
違
法
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
環
境
や
地
域
社
会
に
配
慮
し
な

い
条
例
の
内
容
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
念
に
も

違
反
す
る
。

○
総
務
常
任
委
員
会
に
お
い
て
、
再
議
に
対

す
る
審
査
が
行
わ
れ
、
12
月
議
会
の
議
決
の

と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
反
対
と
賛

成
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

（
反
対
意
見
）

・
市
民
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
条
例
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
一
部
の
声
を
聴
く
だ
け
で

は
な
く
、
条
例
の
提
案
に
際
し
て
は
、
市
民

に
広
く
意
見
公
募
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、

議
会
の
議
決
は
違
法
で
あ
る
。

（
賛
成
意
見
）

・
本
件
議
案
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
手
続
き

等
に
瑕
疵
や
違
法
性
は
な
く
、
先
の
議
決
の

と
お
り
と
す
る
こ
と
に
、
問
題
は
な
い
。

Ⅰ

○
再
開
後
の
本
会
議
に
お
い
て
、
再
議
に
つ
い
て
、
12
月
21
日
の
議
決
の
と
お
り

決
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。

（
先
の
議
決
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
反
対
（
２
人
）
）

・
本
件
議
案
は
、
政
策
形
成
過
程
に
お
い
て
、
市
民
的
議
論
を
大
い
に
触
発
し
、

多
様
な
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
そ
れ
に
足
り
る
十
分
な
情
報
提
供
を
行
う
な

ど
、必
要
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
た
形
跡
が
な
く
、
市
民
へ
の
説
明
も
皆
無
で
あ

る
。

　
ま
た
、
論
点
は
、
再
議
書
で
示
さ
れ
た
再
議
の
理
由
の
妥
当
性
で
あ
り
、
指
摘

さ
れ
た
憲
法
、
法
律
、
条
例
の
各
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
理
念

に
反
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

　
委
員
会
に
お
け
る
各
委
員
の
論
点
は
、
本
質
か
ら
外
れ
、
再
議
書
に
お
い
て
一

切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
議
会
の
議
決
権
や
会
議
規
則
、
議
会
運
営
な
ど
の
議
論
に

終
始
し
た
。
こ
れ
は
明
ら
か
な
論
点
の
す
り
替
え
だ
。

・
市
民
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
条
例
制
定
は
、
市
民
の
理
解
が
あ
っ
て
初
め
て
成

り
立
つ
た
め
、
市
民
参
画
手
続
き
が
必
要
で
あ
り
、
同
議
案
の
提
案
プ
ロ
セ
ス
に

問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
委
員
会
審
査
で
は
、
市
長
の
再
議
が
妥
当
か
ど
う
か
の
議
論
に
終
始
し
、
肝
心

の
〝
再
議
に
付
さ
れ
た
条
例
案
〞
の
中
身
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
先
の
議
決
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
（
１
人
）
）

　
明
石
商
工
会
議
所
が
要
望
書
を
提
出
し
て
か
ら
５
年
の
間
に
、
特
定
工
場
、
そ

こ
で
働
く
従
業
員
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
聴
き
、

一
日
も
早
く
、
現
在
の
職
場
の
環
境
改
善
を
望
む
多
く
の
声
を
聴
い
て
い
る
。
ま

た
、
多
く
の
市
民
や
事
業
者
等
の
声
を
聴
く
た
め
に
、
会
派
で
「
市
民
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
も
行
っ
て
お
り
、
憲
法
違
反
と
の
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

　
議
員
は
地
方
自
治
法
や
本
市
議
会
の
会
議
規
則
に
基
づ
き
、
同
法
が
定
め
る
一

定
数
の
賛
成
者
を
得
て
、
議
員
提
出
議
案
と
し
て
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
条
例
提
案
に
至
っ
た
手
続
き
に
違
法
性
は
な
い
。

　
ま
た
、
Ｃ
Ｏ
２
削
減
、
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
が
求
め
ら
れ
る
中
、
Ｃ
Ｏ
２

削
減
効
果
が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
「
緑
の
み
」
に
頼
る
の
は
、
時
代
に
合
っ
て

い
な
い
。
環
境
基
準
に
適
応
し
た
新
建
屋
の
建
築
に
よ
り
、
間
違
い
な
く
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
を
抑
制
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　
現
在
、
工
場
立
地
法
に
既
存
不
適
格
な
特
定
工
場
は
、
現
建
屋
を
建
て
替
え
す

る
こ
と
に
よ
り
、
工
場
内
の
緑
地
・
環
境
施
設
面
積
が
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
工
場
立
地
法
の
と
お
り
、
国
の
定
め
る
範
囲
内
で
制
定
す
る
条
例
は
適
法
で
あ

る
。

　
ま
た
、
経
済
面
だ
け
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
環
境
・
社
会
・
経
済
の
三
側

面
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
社
会
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ

ｓ
お
よ
び
環
境
基
本
法
違
反
に
は
該
当
し
な
い
。

Ⅱ

審
査
申
立
書
の
主
な
内
容

・
本
件
議
案
は
、
提
出
に
あ
た
り
、
憲
法
、
地
方
自
治
法
お
よ

び
明
石
市
自
治
基
本
条
例
が
求
め
る
市
民
参
画
手
続
き
が
踏
ま

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
緊
急
性
や
合
理
的
な
理
由
が
見
当
た
ら

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
提
出
さ
れ
て
い
る
。

・
本
件
議
案
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
示
す
「
環
境
・
社
会
・
経
済
」

の
三
側
面
の
う
ち
経
済
面
の
み
を
重
視
し
て
お
り
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

の
理
念
に
違
反
す
る
と
と
も
に
環
境
基
本
法
に
違
反
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
本
件
議
案
は
、
市
の
条
例
制
定
権
を
超
え

て
い
る
た
め
法
令
に
違
反
す
る
。
本
件
議
決
を
取
り
消
す
裁
定

を
求
め
る
。

弁
明
書
の
主
な
内
容

・
地
方
公
共
団
体
は
法
令
に
違
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
条
例

を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項
第
１

号
に
よ
り
、
条
例
の
制
定
は
議
会
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
。

・
議
員
に
は
地
方
自
治
法
第
１
１
２
条
に
よ
り
、
議
案
を
議
会

に
対
し
て
提
出
で
き
る
議
案
提
出
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

・
本
件
議
案
は
、
請
願
を
踏
ま
え
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

違
法
性
は
な
い
。

・
請
願
が
採
択
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条
例
制
定
の
見
通

し
に
つ
い
て
の
明
確
な
回
答
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
１
年
が
経
過

し
た
た
め
、
や
む
を
得
ず
議
案
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
合
理

的
な
理
由
が
あ
る
。

・
明
石
市
市
民
参
画
条
例
は
、
市
長
が
行
う
市
の
政
策
等
へ
の

参
画
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
議
会
活
動
へ
の
参
画
は
対

象
外
で
あ
る
。

・
本
件
議
案
は
、
工
場
立
地
法
第
４
条
の
２
に
基
づ
き
、
同
法

で
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
で
制
定
さ
れ
て
い
る
。

・
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
、
あ
く
ま
で
も
目
標
で
あ
り
、
法
規
範
性
は
な

く
法
的
拘
束
力
は
な
い
。
ま
た
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
違
反
や
環
境
基
本

法
違
反
を
主
張
す
る
が
、
具
体
的
な
主
張
で
は
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
本
件
議
決
は
、
手
続
面
、
内
容
面
い
ず
れ

に
お
い
て
も
何
ら
違
法
な
点
は
な
く
、
本
件
審
査
申
立
を
棄
却

す
る
こ
と
を
求
め
る
。

ⅢⅣ

か
　
し


